
　当庁舎では、令和５年１０月からトイレ改修工
事を実施してきましたが、令和６年２月をもちま
して終了しましたことをご報告いたします。工事
期間中のご理解、ご協力に関し、御礼申し上げま
す。
　令和６年３月４日（月）からは庁舎内のトイレ
をご使用いただきますようお願いいたします。

　

※仮設トイレは、令和６年３月４日から撤去工事を行いま

す。引き続き、ご協力をお願いいたします。
　

改修後のトイレ内設備
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